大国指記　１３(R7)
第　　　　　号
年　　月　　日

　文化庁長官　殿

〔所有者又は権原に基づく占有者〕

〔種別〕〔指定名称〕の復旧届（〔復旧の内容〕）提出についての意見書


　文化財保護法（昭和２５年法律２１４号）第１２７条第１項の規定により、〔種別〕〔指定名称〕の復旧届（〔毀損の内容〕）を〔申請者〕が提出することについて下記の通り意見を付します。

記
